
日高市空家等対策計画を策定しましたお知らせふるさと納税を有効に活用していますお知らせ

Jアラートを活用した緊急地震速報訓練を実施お知らせ

広 告 遺言・相続・成年後見・離婚…等々、相談先が分からずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元
日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。 ☎０４２－９８５－７５６６ （行政書士　田中諭）広 告 高齢者向け宅配弁当 594円（税込み）〜「宅配クック１
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子どもたちの心に残る本を送ろう（１万8,000円）
　図書館の図書購入
ボランティア活動を応援しよう（11万7,000円）
　 市内で活動する道路美化活動団体が使用する清掃

用具の購入
思いやりのまちづくり（111万4,000円）
　寝具消毒乾燥車の派遣
活力あるまちづくり（356万4,000円）
　多世代家族同居近居促進事業補助金の支給
高麗郷遠足の聖地プロジェクトを応援しよう
（1,303万8,932円）
　不法投棄回収処分費用等
高麗郷古民家を後世に引き継ごう（638万9,902円）
　高麗郷古民家の維持管理

特定空家等への法令に基づく対策
　特定空家等とは、空き家等のうち次のいずれかにあると認められるものです。
〇そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
〇そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
〇適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
〇その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
　このような特定空家等は、自主的に対応するよう指導を行うことを第一としますが、特定空家等を放置し
続ける所有者等に対しては、助言・指導および勧告、命令、代執行など、法に基づいた適切な措置を講じます。
※「勧告」を受けた特定空家等は、固定資産税等の住宅用地特例が適用除外となります。
※「命令」に違反すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

　さまざまな理由から適切な管理がなされていない空き家は、そのまま放置され、防災、環境衛生、景観等
の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、早急な対応が求められています。市では、
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、「日高市空家等対策計画」を策定しました。
　今後の空き家等への対応は、本計画の方針に基づき行います。なお、本計画の詳細は市ホー
ムページで公開しています。
問い合わせ　都市計画課計画推進・企業誘致・住宅政策担当

未来を担う「ひだかっ子」をまるごと応援しよう
（8,095万2,206円）
　 高麗川学童保育室・高麗川かえで学童保育室修繕、

高麗川保育所・高麗保育所修繕、食缶洗浄機更新、
フライヤーフード・フライヤー取り換え工事、中
学３年生の英語検定受験費用、新生児聴覚検査費
助成等

　日高市を寄附金で応援していただくふるさと納税（まちづくり寄附金）に、令和２年度は１万3,157件、
３億555万5,624円もの寄附をいただきました。
　令和２年度は以下の事業に活用しましたのでご報告します。

　国が全国規模で行う、全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を活用した、緊急地震速報の訓練に参加しま
す。Ｊアラートは、地震・武力攻撃等の緊急情報を、
国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステ
ムです。
　訓練当日は、市内65か所に設置してある防災行政
無線（広報塔）から訓練放送が流れるほか、市ホームペ
ージ等に「緊急放送」として通知が出ます。実際の地
震とお間違えのないよう、ご注意ください。
　また、この放送に合わせ、各家庭などで、机の下に
隠れるなどの、身を守る行動訓練（シェイクアウト訓
練）の実践をお願いします。

日時　６月17日（木）　午前10時ごろ
通�知先　防災行政無線（広報塔）、市ホームページ、ひ

だか知っ得情報アプリ、市公式ツイッター、ひだか
防災メール

放�送・通知内容　（チャイム）「これは、Ｊアラート
のテストです。ただいまから、訓練放送を行いま
す。」（緊急地震速報チャイム音）「緊急地震速報。
大地震（おおじしん）です。大地震です。これは、
訓練放送です。」（３回繰り返し）「こちらは、ぼ
うさいひだかです。これで、訓練放送を終わりま
す。」（チャイム）

※災害の発生や気象状況などにより、中止になる場
合があります。
問い合わせ　危機管理課防災・消防担当

地域で活躍する人（頑張る人）を応援しよう
（418万7,700円）
　 防犯パトロール活動支援、自主防災組織の活動支

援
高麗川駅東口整備を応援しよう（760万7,827円）
　高麗川駅東地区の整備
問い合わせ　総務課庶務・ふるさと納税担当

（提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議）

空き家等対策の各段階に応じた取り組み方針と具体的な施策

取り組み方針 具体的な施策

空き家・空き地バンクの利用促進

民間の空き家等の利活用への支援
空き家等、除却した跡地の
活用の促進

活用

特定空家等への法令に
基づく対策の強化

情報把握、相談体制等の整備

管理不全な空き家等の除却

除却

市民意識の醸成、動機付け

所有者等への相談支援空き家等の発生予防

予防
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